
理事の職務及び決裁権限規程  

 

令和７年２月27日 

制定 

 

 

（目的） 

第１条  この規則は、学校法人相模女子大学（以下「本法人」という。）の業務の円滑な 

運営を図るため、業務を執行する理事の担当職務及び決裁権限を明確化することを目的と 

する。 

（理事長の職務） 

第２条 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長は、理事会の定めた方針に従い、次に掲げる事項を決定する権限を有する。 

（１）事業計画及び予算案の作成に関する事項 

（２）事業報告及び決算書の作成に関する事項 

（３）教職員の任免・分限・賞罰等人事に関する事項 

（４）官公庁に対する申請・願出・届出・重要な報告・回答に関する事項 

（５）外部に対する文書で特に重要なものに関する事項 

（６）補助金・寄附金に関する事項 

（７）契約（1,000 万円以上）及び交渉に関する事項 

（８）１件 1,000 万円以上の予算の執行 

（９）その他常例として処理する日常の業務事項 

（専務理事の職務） 

第３条 専務理事は、理事長を補佐し、本法人の業務を掌理する。 

２ 専務理事は、代表業務執行理事として本法人を代表し、理事長に事故あるときは、理 

事長の職務を執行する。 

（常務理事の職務） 

第４条 常務理事は、業務執行理事として、理事長及び専務理事を補佐し、理事長及び専 

務理事に事故あるときは、理事長の職務を執行する。ただし、代表権に係る職務権限を除 

く。 

２ 常務理事は、本法人の業務のうち、事務局に係る次の業務を分担執行する。 

（１）事務分掌の決定 

（２）所属職員の服務、休職、出張及び研修に関する事項 

（３）施設、設備の維持管理に関する事項 

（４）所管に係る経常的な補助金の申請、報告等に関する事項 

（５）所管に係る軽易な文書の処理及び諸証明に関する事項 

（６）所管に係る契約（1,000 万円未満に限る。）及び交渉に関する事項 

（７）所管に係る 1件 1,000 万円未満の予算の執行 

（８）その他常務理事が掌理する事務局の業務のうち常例として処理する軽易な事項 

３ 常務理事は、理事長の委任した業務を担当する。  

４ 常務理事のうち１名を財務担当理事とし、財務担当理事は、本法人全体の財務に関し 

て必要な業務の遂行にあたる。 

５ 常務理事のうち１名を総務担当理事とし、総務担当理事は、本法人全体の総務に関し 



て必要な業務の遂行にあたる。 

６ 上記の職務の他、理事長は必要に応じて特定の業務の担当を常務理事に委任すること

ができる。 

（学長理事の職務） 

第５条 学長は、設置する大学の業務のうち、教育・研究に関する校務を執行するに 

当たって必要な決定をする権限を有する。 

２ 学長は、学校教育法関係法令、学則等の定めにより、設置大学に係る次の事項を 

決定する。 

（１）学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 

（２）学位の授与に関する事項 

（３）教育課程の編成に関する事項 

（４）学生の学修評価に関する事項 

（５）学生の懲戒、退学、転学、留学、休学及び復学その他の身分取扱いに関する事項 

（６）学生の厚生補導及び表彰に関する事項 

（７）校務分掌の決定 

（８）教員の教育研究業績の審査に関する事項 

（９）所属職員の服務、休職、出張及び研修に関する事項 

（10）所管に係る軽易な文書の処理及び諸証明に関する事項 

（11）所管に係る官公庁への申請・願出・届出・報告・回答に関する事項 

（12）その他学長が掌理する大学の校務のうち常例として処理する軽易な事項 

（校長理事の職務） 

第６条 校長は、設置する学校業務のうち、教育に関する校務を執行するに当たって 

必要な決定をする権限を有する。 

２ 校長は、学校教育法関係法令、学則等の定めにより、学校に係る次の事項を決定 

する。 

（１）児童・生徒の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 

（２）教育課程等の編成及び年間指導計画の策定に関する事項  

（３）指導要録の作成に関する事項 

（４）児童・生徒の懲戒、退学、転学、留学及び休学その他の身分取扱いに関する事項 

（５）校務分掌の決定及び勤務評定の実施に関する事項 

（６）所属職員の服務、休職、出張及び研修に関する事項 

（７）所管に係る軽易な文書の処理及び諸証明に関する事項 

（８）所管に係る官公庁への申請・願出・届出・報告・回答に関する事項 

（９）その他校長が掌理する学校の校務のうち常例として処理する軽易な事項 

  （園長理事の職務） 

第７条 園長は、設置する幼稚部業務のうち、教育、保育に関する園務を執行するに当た

って必要な決定をする権限を有する。 

２ 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、 

子ども・子育て支援法、その他関係法令、園則等の定めにより、幼稚部に係る次の事項を 

決定する。 

（１）園児の入園、卒園に対する事項 

（２）教育及び保育内容等の編成及び年間指導計画の策定に関する事項  

（３）指導計画の作成に関する事項 



（４）園児の退園・休園その他の身分取扱いに関する事項 

（５）園務分掌の決定及び勤務評定の実施に関する事項 

（６）所属職員の服務、休職、出張及び研修に関する事項 

（７）所管に係る軽易な文書の処理及び諸証明に関する事項 

（８）所管に係る官公庁への申請・願出・届出・報告・回答に関する事項 

（９）その他園長が掌理する幼稚部の園務のうち常例として処理する軽易な事項 

 （改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


